
利用者負担
（参考資料）



利用者負担利用者負担の見直しの見直し

サービス費用の１割
（定率負担）

所得段階に応じた
月額上限

（低所得者は0円、15,000円、
24,600円、一般は37，200円）

食費、
光熱水費
（実費負担）

新たなサービス利用
者が急速に増えてい
る中で、今後さらに
サービス量を拡大し
ていくための費用を、
障害のある方も含め、
皆で支え合う

考え方原 則
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グループホーム等を
利用している場合

※ 従前からグループ
ホームでの食費等は
自己負担していただい
ておりますが、通所
サービスを利用された
場合は、⑨の減額措
置が適用されます。

施設に入所している
場合（２０歳以上）

⑦収入が低い場合
サービスの利用者負担
と食費等実費負担をして
も、少なくとも２．５万円
が手元に残るよう、実費
負担額を軽減しています。
※工賃について一定の控
除有り。（年間２８．８万
円程度）

施設に入所している
場合（２０歳未満）

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
費
用

障害福祉サービスの利用者負担全体図（緊急措置後）

負
担
能
力
に
応
じ
て
限
度
額
を
設
定
し
た
上
で
、
利
用
者
の
１
割
負
担
を
基

本
と
し
、
国
民
全
体
で
制
度
を
支
え
る
こ
と
と
し
ま
す
が
、
併
せ
て
き
め
細

や
か
な
軽
減
措
置
を
講
じ
ま
す
。

一 般
４０，２００円

低所得２
２４，６００円

低所得１
１５，０００円

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

☆「非課税世帯」の範囲につい
てあなたが税制と医療保険で
「被扶養者」でなければ、あな
たと配偶者の収入とすることも
できます

通所サービスを
使う場合

ホームヘルプサービス
等を使う場合

にらさ

④ さらに、所得区分に応じて、①の上限額を４
分の１のさらに半分程度にします。（資産が、
単身の場合５００万円、配偶者同居の場合は
１，０００万円以下の方）。

・低所得１：１５，０００円→１，５００円
・低所得２：２４，６００円→３，０００円

（通所サービスのみを利用する場合２４，６００円→１，５００円）
・一般（所得割１６万円※未満世帯（年間収入６００万円程度の方））

：３７，２００円→９，３００円
※障害児の場合：所得割２８万円未満世帯（年間収入８９０万円程度）

：３７，２００円→４，６００円
にらさ

食
費
・
光
熱
水
費

⑨世帯の所得が一定以下
の場合は・・・
食費負担額を３分の１

に減額します（月２２日利
用の場合５，１００円程度
の負担）。

① 原則は１割負担ですが、どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより低
い上限を設定します。

② さらに、収入に応じて個別に減免します（資産
が５００万円以下の方）。

・収入が６．６万円までなら負担は０円です。
・収入が６．６万円を超えても、超えた収入の半分を上限額
とします。
・さらに、グループホーム等の入居者については、６．６万円
を超えた収入が年金や工賃等の収入であれば、超えた分
の１５％を上限額とします。
※工賃について一定の控除有り。（年間２８．８万円程度）

一 般：３７，２００円

低所得２：２４，６００円
市
町
村
民
税

非
課
税
世
帯

○一般・・市町村民税課税世帯
○低所得２・・市町村民税非課税世帯
（世帯３人世帯であれば、障害基礎年金1級を含めて概

ね３００万円以下の年収の方）
○低所得１・・市町村民税非課税世帯で障害者の収入が

年収８０万円（障害基礎年金２級相当額）以下の方

☆所得を判断する
「世帯」の範囲につ
いて平成２０年７月
以降、本人と配偶
者の収入となります。

低所得１：１５，０００円

生活保護：０円
サービス量

負
担
額

実
費
全
額
の
自
己
負
担
を
原

則
と
し
ま
す
が
、
各
種
の
軽

減
措
置
を
講
じ
ま
す
。

負担には負担上限月額が設定されます

⑧保護者の方の収入
に応じて・・・
子育て支援の観点

から、負担が重くなら
ないよう、実費負担額
を軽減しています。

③ さらに、所得区分に
応じて、①の上限額を４
分の１にします（資産が、
単身の場合５００万円、
配偶者同居の場合は
１，０００万円以下の方）。
･低所得１：１５，０００円→３，５００円
･低所得２：２４，６００円→６，０００円
･一般（所得割２８万円未満世帯）：

３７，２００円→９，３００円

にらさ

⑥ 同じ世帯で他にも障害福祉サービスを受けている方、介護保険のサービスを併せて受けている方がいれば、その合算額が①を超えないよう
に負担額を軽減します。

⑤ さらに、利用者負担を行うことにより生活保護世帯に該当する場合は、生活保護に該当しなくなるまで負担額を引き下げます。
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定率負担の個別減免について定率負担の個別減免について （②について）（②について）

自己負担

（83,000円－66,000円）×50％

（例）入所施設利用者（障害基礎年金１級受給者（年金月額83,000円、事業費350,000円の場合））

○ 入所施設（20歳以上）、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等の利用者に対して、定率負担に係る個別の減免制度
を実施。【平成21年3月31日までの時限措置】

【内容】

【対象】
預貯金等の資産が500万円以下かつ低所得１又は２である入所施設（20歳以上）、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等の利用者。

減免 24,600円
（本来の負担額）

＜低２の負担上限額＞

35,000円
（事業費の１割）

8,500円
（個別減免後の負担額）

６．６万円

年金月額：８．３万円

利用者負担の額 施設入所者 グループホーム・ケアホーム等利用者

収入が６．６万円までの場合 ０円

収入が６．６万円を超える場合 ６．６万円を超える額の５０％

６．６万円を超える額の５０％
但し、工賃等の収入については、３，０００円を控除した上で、

６．６万円を超える額の１５％。なお、超える額が４万円を超える

場合は、４万円を超える額の５０％を加算。

個別減免を実施する際の収入認定については、入所する施設において、施設入所者の収入を把握することができることから、
利用者の総収入とすることとしている。（心身扶養共済の給付金を含む）

ただし、以下についてはその目的等から収入に算入しないこととしている。
① 家賃補助・医療費補助・児童手当等、国・地方公共団体等から特的の目的に充てるために支給される特定目的収入
② 税金・社会保険料等の必要経費
③ 工賃等の就労収入（月２．４万円及びその超える額の３０％相当額まで）

（※ 工賃収入については年額２８．８万円までは収入から控除して計算。）
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（１） 一般：市町村民税課税世帯

（２） 低所得２：市町村民税非課税世帯（（３）を除く）

（３） 低所得１：市町村民税非課税世帯であって、障害児の保護者の年収が８０万円以下の方

（４） 生活保護：生活保護世帯

所得段階に応じた負担限度額の設定（③について）所得段階に応じた負担限度額の設定（③について）

① 定率負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担限度額を設定（介護保険並び）
② 平成１９年４月からの「特別対策」による負担軽減 （①の限度額を１／２に軽減。平成２０年度まで。）
③ 平成２０年７月からの緊急措置 （対象世帯の拡大とともに②の限度額を更に軽減。）

① 定率負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担限度額を設定（介護保険並び）
② 平成１９年４月からの「特別対策」による負担軽減 （①の限度額を１／２に軽減。平成２０年度まで。）
③ 平成２０年７月からの緊急措置 （対象世帯の拡大とともに②の限度額を更に軽減。）

サービス量

負
担
額

＜介護保険並び＞

定率負担（１割）
（サービス量に応じ）

①

一 般

３７，２００円

低所得２
２４，６００円

生活保護
０円

低所得１
１５，０００円

低所得２（※）
１２，３００円

生活保護
０円

低所得１（※）
７，５００円

＜特別対策＞
②

一般（※）
（所得割１６万円未満）

１８，６００円

一般
３７，２００円

月額負担上限
（所得に応じ）

（※）資産要件有り

低所得２（※）
６，０００円

生活保護
０円

低所得１（※）
３，５００円

＜緊急措置＞
③

一般
３７，２００円

一般（※）
（所得割２８万円未満）

９，３００円

（入所サービスの場合）
障害児
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（１） 一般：市町村民税課税世帯

（２） 低所得２：市町村民税非課税世帯（（３）を除く）

（３） 低所得１：市町村民税非課税世帯であって、利用者本人の年収が８０万円以下の方

（４） 生活保護：生活保護世帯

所得段階に応じた負担限度額の設定（④について）所得段階に応じた負担限度額の設定（④について）

① 定率負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担限度額を設定（介護保険並び）
② 平成１９年４月からの「特別対策」による負担軽減 （①の限度額を１／４に軽減。平成２０年度まで。）
③ 平成２０年７月からの緊急措置 （②の限度額を更に軽減。）

① 定率負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担限度額を設定（介護保険並び）
② 平成１９年４月からの「特別対策」による負担軽減 （①の限度額を１／４に軽減。平成２０年度まで。）
③ 平成２０年７月からの緊急措置 （②の限度額を更に軽減。）

サービス量

負
担
額

＜介護保険並び＞

定率負担（１割）
（サービス量に応じ）

①

一 般

３７，２００円

低所得２
２４，６００円

生活保護
０円

低所得１
１５，０００円

低所得２（※）
６，１５０円

（通所は3,750円）

生活保護
０円

低所得１（※）
３，７５０円

＜特別対策＞
②

一般（※）
（所得割１６万円未満）

９，３００円

一般
３７，２００円

月額負担上限
（所得に応じ）

（※）資産要件有り

（居宅・通所サービスの場合）

低所得２（※）
３，０００円

（通所は1,500円）

生活保護
０円

低所得１（※）
１，５００円

＜緊急措置＞
③

一般（※）
（所得割１６万円未満）

９，３００円

一般
３７，２００円

所得段階区分の個人（基本）単位化

障害者
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（１） 一般：市町村民税課税世帯

（２） 低所得２：市町村民税非課税世帯（（３）を除く）

（３） 低所得１：市町村民税非課税世帯であって、障害児の保護者の年収が８０万円以下の方

（４） 生活保護：生活保護世帯

所得段階に応じた負担限度額の設定（④について）所得段階に応じた負担限度額の設定（④について）

① 定率負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担限度額を設定（介護保険並び）
② 平成１９年４月からの「特別対策」による負担軽減 （①の限度額を１／４に軽減。平成２０年度まで。）
③ 平成２０年７月からの緊急措置 （対象世帯の拡大とともに②の限度額を更に軽減。）

① 定率負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担限度額を設定（介護保険並び）
② 平成１９年４月からの「特別対策」による負担軽減 （①の限度額を１／４に軽減。平成２０年度まで。）
③ 平成２０年７月からの緊急措置 （対象世帯の拡大とともに②の限度額を更に軽減。）

サービス量

負
担
額

＜介護保険並び＞

定率負担（１割）
（サービス量に応じ）

①

一 般

３７，２００円

低所得２
２４，６００円

生活保護
０円

低所得１
１５，０００円

低所得２（※）
６，１５０円

（通所は3,750円）

生活保護
０円

低所得１（※）
３，７５０円

＜特別対策＞
②

一般（※）
（所得割１６万円未満）

９，３００円

一般
３７，２００円

月額負担上限
（所得に応じ）

（※）資産要件有り

低所得２（※）
３，０００円

（通所は1,500円）

生活保護
０円

低所得１（※）
１，５００円

＜緊急措置＞
③

一般
３７，２００円

一般（※）
（所得割２８万円未満）

４，６００円

（居宅・通所サービスの場合）
障害児
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高額障害福祉サービス費について（⑥について）高額障害福祉サービス費について（⑥について）

＜例２：同一人が障害福祉と介護保険のサービスを利用している場合＞

＜基準額＞

障
害

介
護

介
護

障
害

償還

＜例１：同一世帯に障害福祉サービスを利用する障害者が複数人いる場合＞

＜基準額＞

障
害

障
害

障
害

障
害

償還
区分 基準額

１．市町村民税課税世帯 ３７，２００円

２．市町村民税非課税世帯 ２４，６００円

３．生活保護世帯 ０円

区分 基準額

１．市町村民税課税世帯 ３７，２００円

３．市町村民税非課税世帯に属する者のうち本
人の年収が８０万円以下である者

１５，０００円

２．市町村民税非課税世帯（３．以外） ２４，６００円

４．生活保護世帯 ０円

○ 「高額障害福祉サービス費」は、次の各サービスの利用者負担額を合算した額が基準額を超える場
合に、基準額を超える額を償還して給付する制度。合算対象となる費用は、以下の３種類とされている。

①同一世帯の他の者が利用する障害福祉サービスに係る費用、

②障害福祉サービス利用者本人が利用する介護保険法上のサービスに係る費用、

③同一世帯の児童が利用する児童福祉法に基づく障害児支援に係るサービスに係る費用
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補足給付について補足給付について （⑦及び⑧について）（⑦及び⑧について）

定率負担（※２） 食費、光熱水費

58,000円

その他生活費

28,000円（※１）

障害基礎年金収入（83,000円）

負担

※１ 障害基礎年金１級の者はその他生活費（25,000円）に3,000円加算して計算
※２ （83,000円－66,000円）×50％＝8,500円

入所施設利用者

○ ２０歳以上の施設入所者であって市町村民税非課税者である者及び２０歳未満の施設入所者
に対して、食費・光熱水費等の実費部分に係る軽減措置（特定障害者特別給付費の給付（補足
給付））を実施。

【内容】
・ 食費や光熱水費以外の「その他の生活費」として一定の額が残るように、食費、光熱水費について

給付費を支給。

・ 「その他生活費」の額については、２．５万円とする。
ただし、６０歳以上の者等は３～５千円を加算（２．８～３万円）。
例えば、障害基礎年金１級受給者は２．８万円となっている。

【例】入所施設利用者（障害基礎年金１級受給者（年金月額83,000円、事業費350,000円の場合）

減免

手許金
28,000円

食費、光熱水費
46,500円

定率負担

8,500円

（１）２０歳以上の施設入所者であって市町村民税非課税者に対する補足給付について

定率負担及び食費・光熱水費
を支払っても、その他生活費
（手許金）として一定額が残る
よう、補足給付を支給。
この場合、５８，０００円から
４６，５００円を控除した額
（１１，５００円）が補足給付額。

（※ グループホーム等の利用者については適用対象外）8



補足給付について補足給付について （⑦及び⑧について）（⑦及び⑧について）

【内容】
・ 収入のない２０歳未満の入所者の実費負担について、子どもを養育する一般の世帯において通常要する
程度の費用（収入階層別の家計における平均的な一人あたり支出）の負担となるように補足給付を行う。

・ 収入階層別の家計における平均的な一人あたりの支出額は、
→ 市町村民税所得割課税世帯であって、所得割の額が２８万円以上の場合・・・７．９万円
→ 上記以外の場合 ・・・ ５万円

・ 「その他生活費」の額については、２．５万円とする。
ただし、１８歳未満の場合には教育費として９千円を加算（３．４万円）。

（２）２０歳未満の施設入所者に対する補足給付について

【例】知的障害児施設利用者（平均事業費：18.6万円）、一般世帯（所得割２８万円未満）の場合

地域で子供を育てるために通常必要な費用※１（５０，０００円）

その他生活費※２
（34,000円）

食費等
（58,000円）

福祉部分利用者負担額※３
（15,000円）

補足給付額

※１ 低所得世帯、一般世帯（所得割２８万円未満）は、５万円
一般世帯（所得割２８万円以上）は、７．９万円

※２ １８歳以上は２５，０００円、１８歳未満は３４，０００円

※３ 福祉サービスに係る月額費用（事業費）の１割。この額が１５，０００円を超えるときは、１５，０００円とする。

２０歳未満入所者の補足給付

食費等の負担額は１，０００円
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日中活動系サービスにおける食費軽減措置について（⑨について）日中活動系サービスにおける食費軽減措置について（⑨について）

○ 障害者自立支援法においては、日中活動系サービス、ショートステイについては、定率負担のほ
か、食費を原則として全額自己負担としている。

※ 支援費制度におけるショートステイ、デイサービスは、食費のうち食材料費は自己負担であった。

○ このため、施行後の３年間（平成２１年３月３１日までの間）、通所施設を利用する低所得者（所得

区分が生活保護、低所得１、低所得２である者）及び一般世帯のうち市町村民税所得割の額が１６万

円未満の者について、食費のうち人件費相当分（１日４２単位＝約４２０円）をサービス提供事業所等

に支給し、利用者の食費負担額が食材料費のみの負担となるよう減額措置を講じている。

・ 予算上の想定している食費負担額は約６５０円／日の単価

であり、うち約２３０円／日が食材料費、約４２０円／日が人件費。

・ これを前提とし、平成２１年３月３１日までの間は、人件費相当

の４２０円／日を報酬上評価。

・ 以上により、利用者が月に負担する食費の額は、２２日利用の

場合、約１４，３００円／月→約５，０６０円と、約１／３に軽減。

人件費

（約４２０円／日）

食材料費

（約２３０円／日）

食費（約１４，３００円／月）

利用者の負担

（約５，０６０円／月）

公費による補填

（報酬上の評価）

＜参考＞ 軽減措置実施後の概ねの食費の負担額（日中活動系サービスの場合）
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→ 負担感の大きい通所・在宅、障害児世帯を中心とした対策を実施

・通所・在宅 1割負担の上限額の引下げ（１／２ → １／４）
軽減対象の拡大（収入ベースで概ね６００万円まで）

※障害児については通所・在宅のみならず入所にも対象拡大を実施
・入所 工賃控除の徹底（年間２８．８万円まで全額控除）

→ 日割り化に伴い減収している通所事業者を中心とした対策を実施

・旧体系 従前額保障の引上げ（８０％ → ９０％）
※旧体系から新体系へ移行する場合についても９０％保障の創設

・通所事業者 送迎サービスに対する助成

→ 直ちには移行できない事業者の支援と法施行に伴う緊急的な支援

・小規模作業所等に対する助成
・移行への改修等経費、グループホーム借上げのための初度経費の助成
・制度改正に伴うかかり増し経費への対応、広報・普及啓発 等

特別対策の概要（平成１８年度から３年間で国費１，２００億円）

１．利用者負担の更なる軽減１．利用者負担の更なる軽減

３．新法への移行等のための緊急的な経過措置

２．事業者に対する激変緩和措置

（平成１９年度当初、２０年度当初：計２４０億円）

（１８年度補正：３００億円）

（１８年度補正：６６０億円）
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障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置

○ 障害者自立支援法は、施行後１年半が経過。平成１８年１２月、改革に伴う軋み

に丁寧に対応するため、国費１，２００億円の「特別対策」（平成２０年度まで）を決

定し、利用者負担の更なる軽減や事業者に対する激変緩和措置などを実施。

○ 平成２０年度予算において、「障害者自立支援法の抜本的な見直し」に向けて、

当事者や事業者の置かれている状況を踏まえ、特に必要な事項について緊急措

置を実施。

【緊急措置】

「特別対策」で造成した基金の活用を含め満年度ベースで総額３１０億円 ＊

〔２０年度予算〕 １３０億円

① 利用者負担の見直し（２０年７月実施）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７０億円
・ 低所得世帯を中心とした利用者負担の軽減【障害者・障害児】 （満年度ベースで１００億円）＊
・ 軽減対象となる課税世帯の範囲の拡大 【障害児】

・ 個人単位を基本とした所得段階区分への見直し 【障害者】

② 事業者の経営基盤の強化（２０年４月実施）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０億円
（「特別対策」の基金の活用を含め１８０億円）＊

③ グループホーム等の整備促進（２０年度実施）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０億円 ＊
・ グループホーム等の施設整備に対する助成 12



※ 平成２０年度予算〔緊急措置（２０年７月施行）〕ベースを満年度したもの。

平均的な利用者負担率（平成２０年度：緊急措置実施後） 

○ 障害者自立支援法の利用者負担は、最大１割であるが、 

  緊急措置後の平均的な利用者負担率は、概ね３％程度となっている。 

 

  居宅サービス   平均約２％ （約１８万人） 

  通所サービス   平均約１％ （約１８万人） 

  入所サービス   平均約５％ （約１４万人） 
 

   計（全体）   平均約３％ 
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・ 障害児の利用者負担については、負担上限額の軽減対象となっていない課税世帯にも対応。

・ 低所得者層の居宅・通所サービスなどの利用者負担については、一層の激変緩和を図るため、更
に軽減。

・ 負担上限額の段階を区分する所得は、個人単位を基本として見直す。

・ 「特別対策」による利用者負担対策は、平成21年度以降も実質的に継続。

緊急に措置すべき事項

・ 利用者負担を支払った後に手許に残る金額については、施設と在宅のバランスに配慮しつつ検討。

・ 障害福祉サービス、補装具及び自立支援医療の利用者負担の合算額に上限を設けることについて
は、医療保険における高額療養費との合算も含めて検討。

３年後見直しに向けて検討を急ぐべき事項

○ 利用者負担の在り方

・ 「特別対策」により低所得者の負担水準は平均5%を下回っている状況。しかし、食費等の実費負担

があるほか、法施行前には低所得者の居宅・通所サービスに利用者負担がほとんど無かったことに
比べると、なお負担感。

・ 「特別対策」は平成21年3月までの措置であることから、それ以後の取扱いを不安視する声。

・ 障害児のいる世帯は課税世帯が約８割であり、その負担感は依然として強い。

現状と課題

障害者自立支援法の抜本的見直し（報告書概要） ※ 抜粋
＜平成19年12月7日 与党障害者自立支援に関するプロジェクトチーム＞

＜負担の軽減措置は、平成２０年７月に措置済み＞
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支援費制度の費用徴収の仕組み

支 援 費

ホームヘルプ 入所・通所施設

生活保護 ０円 ０円

市町村民税非課税 ０円 ２，２００円

市町村民税課税

（均等割課税）

１，１００円上限

（５０円／３０分）

４，５００円

市町村民税課税

（所得割課税）

１，６００円上限

（１００円／３０分）

６，６００円

所得税課税 ２，２００円上限

（１５０円／３０分）

～費用全額

９，０００円～費用全額

０円

５３，０００円

身体障害者

療護施設

９６，０００円

※実収入に応じて

実質的な負担率 約１％ 約１０％（入所）

約１％（通所）

約６％

費用負担をしている者の
比率

約５％

（本人）

約９０％（入所・本人）

約５％（通所・本人）

約６０％

児童入所施設

（親等）

～

※１ 入所施設・通所施設については、収入から一定額を控除した上で費用負担を求めているが、控除額が入所施設は月額２万円
～４．６万円であるのに対して、通所施設は月額１３万円程度と高くなっており、実質的に通所施設の利用者の負担は、ほとんど
生じなくなっている。

※２ 精神障害者社会復帰施設は、負担の仕組みが異なり、食費、施設利用料等の実費については全額自己負担であり、直接
サービスに係る負担はない。
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医療保険における高額療養費制度について

医療保険

制度 高額療養費制度

概要 利用者負担が一定額を上回った場合、自己負担限度額を超える額が高額療養費
として支給される。

自己負担限度額※１

＜参考＞
※１ 金額は１月あたりの限度額。（ ）内の金額は、多数該当（過去１２ヶ月に３回以上高額療養費の支給を受け４回目の支給に該当）の場合。
※２ ７０歳以上の一般区分の方については、平成２０年４月から６２，１００円（４４，４００円）（外来（個人ごと）は２４，６００円）に見直される予定だったが、

高齢者の医療費自己負担増の凍結を踏まえ、平成２０～２１年度の間、上記の額に据え置かれている。
※３ 低所得者Ⅰ・・・世帯全員が、住民税の課税対象となる各種所得の金額がない等の者（年金収入のみの者の場合、年金受給額８０万円以下）
※４ 低所得者Ⅱ・・・住民税非課税の被保険者又はその被扶養者等

（注）

（注）健保：月収53万円以上、国保：所得600万円超

※２

8,000円

35,400円
(24,600円)

低 所 得 者
(住民税非課税)

80,100円＋＜医療費＞×1％
(44,400円)

一 般

150,000円＋＜医療費＞×1％
(83,400円)

上位所得者
(月収53万円以上)

15,000円Ⅰ
（注１）

24,600円Ⅱ
（注２）低 所 得 者

(住民税非課税)

44,400円12,000円一 般

80,100円＋＜医療費＞×1%

(44,400円)44,400円現役並み所得者

７
０
歳
未
満
の
方

７
０
歳
以
上
の
方

外来(個人ごと)
自己負担限度額

8,000円
8,000円

35,400円
(24,600円)

低 所 得 者
(住民税非課税)

80,100円＋＜医療費＞×1％
(44,400円)

一 般

150,000円＋＜医療費＞×1％
(83,400円)

上位所得者
(月収53万円以上)

15,000円Ⅰ
※３

24,600円Ⅱ
※４低 所 得 者

(住民税非課税)

44,400円12,000円一 般

80,100円＋＜医療費＞×1%

(44,400円)44,400円現役並み所得者

７
０
歳
未
満
の
方

７
０
歳
以
上
の
方

外来(個人ごと)
自己負担限度額

8,000円
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自己負担分（１割）

自立支援医療費

自己負担分（３割）

保険給付

自己負担分（１割）

介護給付等

【高額療養費】

【高額介護合算療養費】・【高額医療合算介護（予防）サービス費】

【自立支援医療】 【その他の医療】 【介護サービス】

（医療保険の世帯で合算し、償還は月単位）

（医療保険の世帯で合算し、償還は年単位。）

○ 自立支援医療の自己負担分は高額療養費及び高額介護合算療養費・高額医療合算介
護（予防）サービス費による償還対象となっている。

自立支援医療に係る自己負担の合算について

【高額介護（予防）サービス費】

（住民票の世帯で合算し、償還は月単位）

保険給付
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高額医療・高額介護合算制度について高額医療・高額介護合算制度について

○ １年間（毎年８月１日～翌年７月３１日（※１））の医療保険と介護保険における自己負担（※２）

の合算額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する仕組みを設ける（平成２０年４月施行）。

（制度の基本的枠組み）

①対象世帯 医療保険各制度（被用者保険、国保、後期高齢者医療制度等）の世帯に介護保険の受給者が

存在する場合に、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療

保険と介護保険の自己負担を合算した額が、新たに設定する自己負担限度額を超えた場合（※３）

に支給する。

②限 度 額 年額５６万円を基本とし、医療保険各制度や被保険者の所得・年齢区分ごとの自己負担限度額

を踏まえてきめ細かく設定する。

③費用負担 医療保険者、介護保険者の双方が、自己負担額の比率に応じて負担し合う。

（制度のイメージ）
医療保険者

医療保険受給者

介護保険受給者

介護保険者
（市町村）

③申請（②の証明
書を添付）

⑤支給

支給額算定

各医療保険の高額療養
費算定世帯

②介護自己
負担額証明書

④支給額の連絡

⑤支給

①申請

（※１） 国保及び後期高齢者医療制度における所得区分の変更が、８月１日から適用されることを踏まえたもの
（※２） 食費・居住費及び差額ベッド代等については、別途負担が必要となる（現行の高額療養費・高額介護サービス費等の制度と同様。）。
（※３） 高額医療・高額介護制度の目的は「医療保険と介護保険の自己負担の合算額が著しく高額になる場合に負担を軽減する」ことである

とともに、関係する保険者が複数（２以上）にわたり、それぞれ事務負担及び費用が生じることを踏まえ、（自己負担の合算額－自己
負担限度額）が５００円以上となる場合に限り、支給するものとする。 18



自己負担 ３０万円

医療費の１割負担。
ただし、毎月の負担
の上限あり。
（このケースでは、2
万4600円まで）

自己負担：年間６０万円

自己負担 ３０万円

介護費の１割負担。
ただし、毎月の負担
の上限あり。
（このケースでは、2
万4600円まで）

２０年４月から

自己負担：年間３１万円

（２９万円の軽減）

自己負担限度額（３１万円）を
一定程度超えた場合に、当該
超えた額（２９万円）を支給

保険者

医療費と介護費の自己負担
（合計６０万円）を支払った後、
各保険者に請求

２０年３月まで

高額医療・高額介護合算制度の参考事例高額医療・高額介護合算制度の参考事例

○ 夫婦とも７５歳以上（住民税非課税）で、夫が医療サービス、妻が介護サービスを受けている
世帯の場合
（医療サービス） 病院に入院（※）

（介護サービス） 特別養護老人ホームに入所（※）

（ 年 金 収 入 ） 夫婦で年間２１１万円以下（住民税非課税）

（※）療養病床に入院した場合又は特別養護老人ホームに入所した場合にかかる食費・居住費及び差額ベッド代等に
ついては、別途負担が必要となる（現行の高額療養費・高額介護サービス費等の制度と同様。）。 19



自己負担限度額設定について自己負担限度額設定について

○ 年額５６万円（老人医療と介護保険の自己負担を合算した額の分布状況を踏まえて設定）
を基本とし、医療保険各制度や所得・年齢区分ごとの自己負担限度額を踏まえてきめ細かく
設定。

後期高齢者医療制度 被用者保険又は国保 被用者保険又は国保
＋介護保険 ＋介護保険 ＋介護保険

（７０歳～７４歳がいる世帯（※３）） （７０歳未満がいる世帯（※４））

６７万円 ６７万円 １２６万円
（５６万円の約１．２０倍（※１・２）） （６２万円の約１．０９倍） （６７万円の約１．８８倍）

５６万円 ６２万円 ６７万円
（５６万円の約１．１０倍） （５６万円の約１．２０倍）

Ⅱ ３１万円 ３１万円
（５６万円の約０．５５倍） （６２万円の約０．５０倍）

Ⅰ １９万円 １９万円 （６７万円の約０．５１倍）

（５６万円の約０．３４倍） （６２万円の約０．３１倍）

現役並み所得者

一　　般

低所得者 ３４万円

（上位所得者）

（※１） １．２０＝６３９，９００÷５３２，８００＝（高額療養費制度における現役並み所得者の自己負担限度額（年単位））
÷（高額療養費制度における一般の自己負担限度額（年単位 ）

（※２） 算出した額に１万円未満の端数がある場合において、その端数金額が５千円未満であるときはこれを切り捨て、５千円
以上であるときはこれを１万円に切り上げる。

（※３・４） 対象となる世帯に、７０歳～７４歳の者と７０歳未満の者が混在する場合には、①まずは７０歳～７４歳の者に係る自己負担の
合算額に、（※３）の区分の自己負担限度額が適用された後、②なお残る負担額 と、７０歳未満の者に係る自己負担の合算額とを
合算した額に、（※４）の区分の自己負担限度額が適用される。

（※５） 初年度の限度額については、別途設定。（平成２０年４月～平成２１年７月の１６ヶ月分）
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社会保障国民会議 中間報告 （抄）

（平成２０年６月１９日 社会保障国民会議）

３ 社会保障の機能強化のための改革

６ セイフティネット機能の強化

② 低所得者対策の制度的改革

現在、医療保険制度、介護保険制度、障害者福祉、児童福祉等々、全ての社会保障制度において、保険料や

利用者負担について、いわゆる「低所得者特例」が設けられている。

低所得者にきめの細かい措置を講じること自体は必要なことだが、制度ごとにその基準や考え方がまちまち

で手続きも異なっており、さらに制度改正ごとにより複雑なものになっている。

これでは利用者にはその全体像がよくわからないし、果たして本当に十分な措置なのか、社会保障制度全体

で考えた時に本当に公平な措置といえるのか、判断できない。

本来の趣旨である「家計に過重な負担をかけない」という原点に立ち戻って、制度横断的な簡素で分かり

やすい制度へと改革すべきである。

そのためには、個人レベルでの社会保障の給付と負担を明らかにすることが不可欠であり、ITの活用や社会

保障番号制の導入検討を積極的に推進すべきである。

平成２０年１月２５日の閣議決定により設置された「社会保障国民会議」が６月にまとめた「中間報告」の
中で、各制度個別に設けられている「低所得者特例」について、「制度横断的な簡素で分かりやすい制度」
の創設が求められているが、制度の変革にあたっては、「個人レベルでの社会保障の給付と負担を明らか
にすることが不可欠であり、ITの活用や社会保障番号制の導入検討を積極的に推進」する必要があるとさ

れている。

社会保障国民会議社会保障国民会議 中間報告について中間報告について
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